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要  旨  

これからの教育は、より一層一人一人を大切にし、それぞれの個性を

伸ばす教育が必要とされる。現在の１学級 40 人の定数では、きめ細かい

教育にはとても無理があり、また、特別支援を要する子供たちに十分な

教育を行うことができない。私たちの目指す 30 人以下学級が今後も実

施・継続されることを願ってやまない。  

これからも食育基本法をもとにし、小・中学校の現場からの声に耳を

傾け、子供たちの健康や安全に配慮された食教育を行ってほしい。  

ついては、子供たちが平和で豊かで安全な生活を送ることができるよ

う、下記の項目について充実・改善していただきたい。  

記  

１  小・中学校全学年の定数を１学級 30 人以下とすること。  

２  特別支援学級の１学級の定数を下げること。また、児童生徒のニー

ズに合わせて、特別支援学級の設置に対応すること。  

３  特別支援を必要とする子供のニーズに応えるため、専任のコーディ

ネーターを配置すること。  

４  携帯電話やインターネットなどの危険性や適正な使用方法について、

児童・保護者への啓発と情報発信を行うこと。  

５  全ての児童生徒に安全な給食を提供することを実現させ、除去食な

どのアレルギー対応を確実に行うため、栄養教諭を全校に配置するこ

と。  
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６  エピペンなどの除去食対応の子供に対する十分な職員研修を行うこ

と。  


